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(3) 各種業からの暴力団排除

警察では、暴力団の資金源を遮断するため、資金獲得活動に対する取締りに加えて、国及び地方公共

団体と連携して、貸金業、産業廃棄物処理業、建設業等の各種業からの暴力団排除活動を強力に推進し

ている。

各種業法違反の検挙により、暴力団や暴力団関係企業を排除した事例として、

○ 山口組傘下組織の暴力団関係企業に対する建設業法違反（虚偽申請）を検挙し、同組織への資金

提供等の事実が明らかになったことから、その事実を県に通報し、これを受けた県が同業者を指名

除外６カ月にするとともに、同業者の業許可を取り消した事例（長崎、２月）

○ 工藤會傘下組織の暴力団関係企業に対する建設業法違反（虚偽申請）を検挙し、同組織に資金提

供するなど、暴力団との密接な交際及び利益供与が明らかになったことから、県等が同社を指名停

止６カ月等にするとともに、建設業許可の取消処分とした事例（福岡、７月）

などがある。また、各種業法に定められた暴力団排除条項を効果的に活用して、暴力団や暴力団関係企

業を排除した事例として、

○ 住吉会傘下組織組長が貸金業者の事業活動を支配していた事実が明らかになったことから、その

事実を県に通報し、これを受けた県が同業者の業許可を取り消した事例（福島、１月）

○ 稲川会傘下組織組長が、同人の妻が代表を務める産業廃棄物収集運搬会社の事業を支配していた

事実が明らかになったことから、その事実を県に通報し、これを受けた県が同業者の業許可を取り

消した事例（群馬、６月）

○ 山口組傘下組織幹部に対する電磁的公正証書原本不実記録・同供用事件により、同人を逮捕し捜

査した結果、同人が貸金業を営んでいることが判明したことから、これを受けた県が同人の業許可

を取り消した事例（京都、10月）

などがある。

(4) 公共事業からの暴力団排除

公共事業からの暴力団排除については、国発注の公共工事からの暴力団排除を一層推進していくため、

犯罪対策閣僚会議の暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム（旧「暴力団資金源等総合対策ワーキン

グチーム」）における議論を踏まえ、３月、国土交通省地方整備局等発注工事について、請負者に対し

て暴力団構成員等から不当介入を受けた場合に警察への通報及び発注者への報告を義務付け、これを怠

った場合にはペナルティーを科すという通報報告制度が導入され、都道府県警察では、４月までに各地

方整備局等と合意書を締結した。また、ワーキングチームにおいて、各省庁に対し施策に関する合意書

や通達モデル案を示し、同制度の導入を促進した結果、12月までに農林水産省発注工事に関しても同様

の制度が導入された。今後も、各省庁や独立行政法人及び地方公共団体の発注工事に対する排除対象の

明確化や通報報告制度の導入を促進していく。

国発注の公共工事からの暴力団排除については、
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○ 建設業者を工藤會幹部に他社が落札受注した公共工事の妨害を依頼した威力業務妨害事件の共犯

で逮捕し、自己が第三者に損害を与える目的で暴力団を利用した事実を明らかにして、福岡県及び

九州地方整備局に通報した結果、同社を福岡県が４ヶ月の指名停止処分、九州地方整備局が12ヶ月

の指名除外処分とした。さらに、同捜査の過程で判明した２建設業者が工藤會幹部と密接な交際を

している事実を明らかにし、北九州市、福岡県、九州地方整備局、福岡防衛施設局等に通報した結

果、当該２業者を九州地方整備局を含めた県等５機関において６～12ヶ月の指名停止処分とした事

例（福岡、１月）

○ 山口組傘下組織幹部等を民間発注の工事を妨害した威力業務妨害事件で逮捕し、捜査の過程にお

いて、建設業者が地元対策費名目に同組織幹部に資金提供している事実を明らかにし、岡山県及び

中国地方整備局に通報した結果、同社を岡山県が18ヶ月の指名停止処分、中国地方整備局が指名除

外処分とした事例（岡山、７月）

○ 山口組傘下組織関係塗装業者が山口組傘下組織組長と社会的に非難されるべき関係を有している

事実を明らかにし、大阪市、大阪府、近畿地方整備局に通報した結果、同社を、大阪市が６ヶ月の

指名除外措置、大阪府が６ヶ月の指名除外措置、近畿地方整備局が指名排除措置とした事例（大阪、

10月）

のように、暴力団の維持、運営に協力していた建設業者を指名除外等により、国発注の公共工事から排

除した事例がみられる。

地方公共団体発注の公共工事からの暴力団排除についても、国と同様に

○ 千葉県では、県警察からの働きかけにより、千葉県建設工事等暴力団対策措置要綱を改正し、県

発注の公共工事に関し、請負業者と交わす契約書に通報報告制度を明記した特約を添付し、契約書

と一体を図ることで、通報を怠った場合は、契約違反としてペナルティを科し、特約の内容として

下請業者へ同制度を拡大して導入した事例(千葉、３月)

○ 愛知県では、県警察からの働きかけにより、排除措置対象の契約を建設工事から調達契約、公有

財産の売払いまで拡大し、不当要求等に対する警察への報告届出義務を導入する合意書を県と締結

した事例（愛知、３月）

など、各県の取組が進んでいる。

(5) 公共施設等からの暴力団排除

暴力団の勢力誇示及び資金獲得活動を防止し、施設利用客等の安全確保を図るため、警察では、

○ 県内共済組合宿泊施設に対する暴力団排除条項整備を働きかけ、共済組合３施設において宿泊約

款及び宴会・催事規約等への暴力団排除条項が整備され、警察との連携協力体制が強化された事例

（奈良、３月）

○ 市内大規模シティホテルでは、山口組、稲川会、双愛会の総長クラスの親睦会を定期的に開催し

ていたが、警察等からの働きかけにより宿泊・利用拒否の排除通知を郵送し、ホテル施設利用から

暴力団を排除した事例（神奈川、３月）
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○ 県内の最大の観光地の旅館、ホテル25社が加盟する協同組合において、加盟業者が暴力団排除宣

言書をフロントに掲示するとともに、宿泊約款に暴力団排除条項を盛り込み一斉施行した事例（和

歌山、７月）

などのように、暴力団排除協議会の設立、利用約款等への暴力団排除条項盛込みの働きかけ等を通じて、

公共施設、旅館、ホテル等からの暴力団排除を推進している。

(6) 生活保護からの暴力団排除

平成18年３月、厚生労働省が生活保護の支給に関して、暴力団排除の基本方針を打ち出し、各都道府

県警察と福祉事務所等実施機関との連携強化がなされたことから、

○ 監禁及び恐喝事件で逮捕した山口組傘下組織幹部の取調べの過程において、生活保護受給の事実

を明らかにし、受給事実を市福祉事務所に通報した結果、同人の生活保護支給廃止が決定された事

例（京都、２月）

○ 生活保護を受給していた男性について、市福祉事務所から照会を受けて調査した結果、山口組傘

下組織幹部であることが判明したことから、暴力団員該当性を回答した結果、同人の生活保護支給

廃止が決定された事例（新潟、10月）

などのように、生活保護実施機関と警察との連携により、排除事例が増加するなど全国的に生活保護か

らの暴力団排除が進んでいる。

(7) 独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅からの暴力団排除

独立行政法人都市再生機構（ＵＲ都市再生機構）の賃貸住宅から暴力団を排除するため、同機構では、

賃貸契約書に暴力団排除条項を規定、暴力団構成員の入居事実が判明した場合には、賃貸契約を解除す

ることとした（平成19年１月の契約分から適用）。この取組により、

○ ＵＲ都市再生機構が管理する賃貸住宅が暴力団事務所として使用されている事実を把握し、同機

構と情報交換等の結果、道仁会傘下組織事務所、山口組傘下組織事務所等４ヶ所の暴力団事務所を

強制執行等により退去させ、同機構が管理する賃貸住宅から排除した事例（福岡、１月から３月）

など同機構が管理する賃貸住宅からの暴力団排除が進んでいる。

警察では、協議会設置等暴力団排除に向けた必要な支援、指導を行うなど同機構との連携を強化し、

暴力団排除を推進している。

(8) 高速道路事業からの暴力団排除

高速道路事業及びその他の関連事業に対する不当要求行為等を排除するため、高速道路株式会社（東

日本、中日本、西日本）の各支社ごとに不当要求防止対策協議会の設置が推進されている。

平成19年末現在、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社の各

社全ての支社で、各支社及び維持・管理業者、サービスエリア事業者等で構成される協議会が設立され、

関係都道県警察等との連携が推進されている。
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(9) 証券取引からの暴力団排除

最近、新興市場における新規株式公開や上場市場におけるエクイティ・ファイナンス等により、暴力

団等の反社会的勢力が証券市場に介入し、資金獲得を図っている状況がうかがわれる。

このような状況を踏まえ、警察では、証券市場の健全化を確保し、一般投資家を保護するとともに、

暴力団等の資金源を遮断するために、警察庁や都道府県警察において、証券取引所、日本証券業協会、

財務局等の関係機関と連絡協議会の設置や研修会を開催するなどして、関係機関との連携を図り、各種

施策や取締りを推進している。

(10) 新たな分野における暴力団排除

ア 企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針の策定

今日、多くの企業が、企業倫理として、暴力団を始めとする反社会的勢力と一切の関係をもたない

ことを掲げ、様々な取組を進めているところであるが、暴力団の不透明化や資金獲得活動の巧妙化を

踏まえると、暴力団排除意識の高い企業であったとしても、暴力団関係企業等と知らずに結果的に経

済取引を行ってしまう可能性があり、反社会的勢力との関係遮断のための取組をより一層推進する必

要がある。言うまでもなく、反社会的勢力を社会から排除していくことは、企業にとっても、社会的

責任の観点から必要かつ重要なことであり、さらには、反社会的勢力との関係遮断は、企業防衛の観

点からも必要不可欠な要請である。

このような認識の下、暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム（旧「暴力団資金源等総合対策ワ

ーキングチーム」）における検討を経て、企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本的な

理念や具体的な対応についてまとめた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針につい

て」が、６月、第３回犯罪対策閣僚会議幹事会において申し合わされた。関係府省においては、今後、

本指針の実効が上がるよう、普及啓発に努めていくこととなった。

イ 公営住宅等における暴力団排除

４月に発生した東京都町田市の公営住宅における暴力団組員けん銃発砲立て籠もり事件を契機とし

て、全国的に、公営住宅における暴力団排除の気運が高まった。

広島県を始め、これまでの公営住宅における暴力団排除に当たっては、条例改正を含め地域を挙げ

ての対応が重要であったことから、各都道府県警察においては、地域の実情に応じ、住宅管理条例に

暴力団排除条項を盛り込むよう積極的な働きかけを行うなど、公営住宅における暴力団排除を推進し

てきたが、本事件を契機として、国土交通省と協議を進めた結果、６月、同省住宅局長から各都道府

県知事に対し、公営住宅における暴力団排除の基本方針等を示す通知「公営住宅における暴力団排除

について」が発出された。これに伴い警察庁では、各都道府県警察に対し、地域の実情に応じて住宅

管理条例に暴排条項を盛り込むよう積極的な働きかけを行うなどを含めた連携強化を図るよう通達し、

これまで以上に都道府県警察と事業主体（地方公共団体）との連携強化が図られたことにより

○ 県警察では、県から照会を受けていた県営住宅に入居中の者が道仁会傘下組織組員と判明した

ことから、その県に回答。県では同組員の家賃滞納事実もあり退去勧告を行い、同人を県営住宅
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から退去させた事例（福岡、８月）

など公営住宅からの暴力団排除が進んでいる。

また、公営住宅以外の公的機関が管理する賃貸住宅からの暴力団を排除していくため、法律又は要

綱等に基づき国からの補助を受けて地方公共団体が整備及び管理を行う公共賃貸住宅や、勤労者の住

宅を確保し職業の安定を図る目的で独立行政法人雇用・能力開発機構が整備する雇用促進住宅につい

ても、12月、それぞれの賃貸住宅から暴力団排除を推進する通知等が国土交通省及び独立行政法人雇

用・能力開発機構から発出され、警察では公共賃貸住宅を供給する地方公共団体及び雇用促進住宅を

管理運営する財団法人雇用振興協会との連携強化、的確な情報提供、事態に応じた助言、指導等積極

的な支援を行い、公的な賃貸住宅からの暴力団排除対策を推進していくこととしている。

ウ 国有地等の一般競争入札等からの暴力団排除

平成18年11月、財務省が、国有地等の売払いの際の一般競争入札等に暴力団が介入して入札の公正

が害され、売り払われた不動産が暴力団に利用されることを防ぐため、入札等の参加資格から暴力団

を排除することを決定したことから、警察庁と財務省との間において、暴力団排除の仕組みについて

検討を進め、９月１日以降に公示される入札から、「暴力団員や暴力団関係者等には入札参加資格を

与えず、入札を無効とする」、「落札後の契約において、暴力団事務所等としての利用の禁止や暴力

団事務所等として使用されることを知りながらの転売や賃貸借を禁止する旨を明記する」などの仕組

みの運用を開始した。

(11) 暴力団関係相談の受理状況

平成19年中における警察及び暴追センターに寄せられた暴力団関係相談の受理件数は33,944件（警察

：15,893件、暴追センター：18,051件）であった。

相談の内容別については、暴力団対策法第９条各号に関する相談が6,198件で最も多く、全相談受理

件数の18.3％を占めており、更にその内訳をみると、因縁を付けての金品等要求行為が1,857件で最も

多く、次いで不当寄付金要求行為が976件、不当債権取立行為が621件の順となっている。

また、警察においては、受理した相談を端緒として、事件検挙や暴力団対策法に基づく行政命令によ

り相談者や被害者の保護を図っている。

(12) 暴力団構成員の離脱促進、社会復帰対策の状況

警察及び暴追センターが援助の措置等を行うことにより暴力団から離脱することができた暴力団構成

員は、平成19年中は約650人であった。また、関係機関・団体と連携を図り、全国に設置された社会復

帰対策協議会を通じて就業に成功した元暴力団員は平成19年中は14人であった。

さらに、社会復帰対策を効果的に推進するため、暴力団から離脱し、就業した者について、社会復帰

アドバイザーが、本人、その家族、雇用事業者等を訪問するなど、事後の対策の充実にも努めている。


